
   

  

■能勢町都市計画マスタープラン改訂中素案（第 41回審議会資料）のポイント 

１．基本目標 

 

豊かな自然環境や歴史・文化、 

整備されてきた都市インフラ等を守り活かしながら、 

新たな挑戦により築く「里山未来都市」 

 

＜「里山未来都市」について＞ 

・ 本町は、これまで美しい自然環境や里山環境を保全

し、それを活かしたまちづくりを進めてきた。このような

まちづくりの考え方は、今後も変わることはない。 

・ 「里山未来都市」という言葉を用いることで、人々の暮

らしと里山環境が「共生」できる未来を構築していく。 

 

２．基本方針 

方針１ 豊かな自然や文化の中で快適に暮らせるまちづくり 

・ 豊かな自然や文化の中で暮らせるまちづくりを進める。 

・ また、自然環境等に配慮しながら、快適に暮らせるま

ちづくりを進める。 

 

方針 2 産業振興を図るまちづくり 

・ 市街化区域では、用途地域等を活用し、限られた未利

用地の範囲で産業系土地利用の誘導を継続して行

う。 

・ 市街化調整区域においては、地域コミュニティの維持

や活性化に資する事業所等の誘導や立地を促進す

る。 

・ 市街化区域に隣接した幹線道路周辺等を産業用地と

して位置づけ、事業所等を誘致するなど新たな産業を

生み出すまちづくりを進める。 

 

方針 3 生活に必要となる基盤が整ったまちづくり 

・ 日常生活に必要となる基盤整備を引き続き行う。 

・ 高齢者を含め誰もが移動しやすいまちづくりを進める。 

 

方針 4 災害に強い安全・安心なまちづくり 

・ 災害が発生しにくく、発生しても最小限に抑えられるよ

うな強靭な基盤づくりを進める。 

・ 砂防治水事業を引き続き進めるとともに、建物の耐震

化などの防災対策の強化を図る。 

１．土地利用の方針 

【市街化区域、市街化区域に隣接する幹線道路沿道を中心とした中心市街地の設定】 

・ 市街化区域、市街化区域に隣接する広域幹線道路、町内幹線道路の沿道を「都市的利用ゾーン」とする。 

【それ以外の市街化調整区域を基本とした農林地域の設定】 

・ 上記以外の市街化調整区域は、「農業・集落ゾーン」、「自然活用・保全ゾーン」とする。 

 

２． 市街地・集落整備の方針 

【都市的利用ゾーン：市街地の維持・形成、産業系施設の誘導】 

・ 都市的利用ゾーンは、本町の中心的な市街地として、市街地の維持・形成を図るとともに、働く場の創出に向け産業系

施設の誘導を図る。 

・ 特に、大里・宿野４区・柏原地区においては、多様な産業（主に製造業等）を誘致する用地としての利活用に向けた取

組みや検討を進め、市街化区域への編入に向けた検討を進める。 

・ その他、市街化区域に隣接する広域幹線道路、町内幹線道路の沿道である地域においても、将来的な市街化区域へ

の編入を見据え、多様な産業を誘致する用地としての利活用に向けた取組みや検討を進める。 

【農業・集落ゾーン：弾力的な開発許可制度等や地区計画制度の活用によるまちづくり】 

・ 農業・集落ゾーンについては、弾力的な開発許可制度や地区計画制度を活用した住民主体のまちづくりを推進する。 

【共通：能勢らしい住宅地の整備や能勢の強みを生かした就労環境の整備】 

・ 周辺の里山景観と調和した能勢らしい住宅地整備を推進するとともに、能勢の強みを生かした「働く場づくり」を行う。 

３．都市施設整備の方針 

【道路：誰もが安全で快適に移動できる道路網の整備】 

・ 交通ネットワークの整備を推進するとともに、誰もが安全

で快適に移動できる道路網の整備を図る。 

【公園・緑地：地域資源の活用と快適な暮らしに資する整備】 

・ 地域の資源を活かすとともに、住民の快適な暮らしに資

する整備を図る。 

【上水道：施設の適切な維持・管理や更新】 

・ 令和 6（2024）年に大阪広域水道企業団へ統合したこと

から、適切な維持・管理に向けた働きかけを行う。 

【下水道・河川：生活排水処理率の向上、豊かな自然に配慮

した整備や維持・管理】 

・ 生活排水処理率の向上を図るほか、豊かな自然に配慮

しつつ河川の整備や維持・管理を進める。 

【その他公共施設：適切な維持管理と公共施設跡地等の有

効利用】 

・ これまで整備してきた公共施設については適切に維持

管理を図るとともに、公共施設跡地や旧公共施設の有

効利用を図る。 

 

４．自然環境保全及び景観形成の方針 

【豊かな自然環境の保全と適切な活用】 

・ 豊かな自然環境を保全すると共に、適切な活用を図る。 

・ 持続的な保全・活用のための仕組みを構築する。 

【里山景観の保全と町の玄関口にふさわしい景観の形成】 

・ 美しい里山景観の保全・育成を図るとともに、市街地に

おける里山景観との調和を図る。 

・ 国道 173 号沿い（市街化区域）においては、町の玄関

にふさわしい景観の形成を図る。 

 

５．都市防災に関する方針 

【都市基盤の整備や発生源対策などのハード対策の推進】 

・ 防災・減災のためのハード対策を適切に推進する。 

【地域防災力の強化や避難体制の整備などのソフト対策の

推進】 

・ 防災・減災のためのソフト対策を推進する。 

 

Ⅰ．まちづくりの基本方針 Ⅱ．全体構想 

■市街地・集落整備の方針図 
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凡 例 

 市街地・集落整備の方針 

 都市施設整備の方針 

 自然環境保全及び景観形成の方針 

国道 173 号沿い：地域産業

と連携した施設、新たな産

業施設などの立地推進 
道の駅能勢：魅力向上、観

光の観点、稼ぐ地域経営の

拠点としての機能強化 

市街化区域編入検討地区：

多様な産業（主に製造業等）

を誘致する用地としての利

活用に向けた取組み検討 

農業・集落ゾーン：開発許可

等制度の弾力的な運用や住

民発意の土地利用計画によ

る土地利用の推進 

通学路となる区間：新たな歩

道等整備の検討 

新たな交通システムとのネッ

トワーク形成に向けた交通

結節拠点の整備 

府立自然公園：大阪府と連

携し自然公園の保全・活用 

旧役場庁舎跡地：広場や生

涯学習施設の整備 

本町を特徴づける各種景観

については、自然公園法を

始め各種関連法規制を適切

に活用し保全 

市街化区域：能勢町開発指

導要綱に基づき、周辺里山環

境と調和する住宅等の整備 

国道 173 号沿い（市街化区

域）：町の玄関にふさわしい

景観の形成 

将来的な市街化区域編入検

討地区：将来的な市街化区域

への編入を見据え、多様な産

業を誘致する用地としての利

活用に向けた取組み検討 

Ⅲ．地域別構想 

■西地域整備方針図 ■東地域整備方針図 

東西連絡道路：大阪府に対し

整備の実現に向けた働きかけ 

新たな交通システムとのネ

ットワーク形成に向けた交

通結節拠点の整備 

府立自然公園：大阪府と連携

し自然公園の保全・活用 

本町を特徴づける各種景

観については、自然公園法

を始め各種関連法規制を

適切に活用し保全 

農業・集落ゾーン：開発許可

等制度の弾力的な運用や

住民発意の土地利用計画

による土地利用の推進 


